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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　超電導導体の外周にシールド層を有する複数のケーブルコアと、
　前記複数のケーブルコアが集合された集合部から各ケーブルコア間を広げた状態で各コ
アを収納する分岐箱と、
　分岐箱内の各ケーブルコアのシールド層同士を接続するシールド接続部とを具え、
　前記シールド接続部に超電導材料を用いており、
　前記シールド接続部の臨界電流値がシールド層の臨界電流値よりも小さいことを特徴と
する多相超電導ケーブルの相分岐構造。
【請求項２】
　前記シールド接続部は、各ケーブルコアのシールド層の外周を覆う円筒状部材と、この
円筒状部材を連結する連結部材とから構成され、
　前記連結部材の少なくとも一部が超電導材料により構成されていることを特徴とする請
求項１に記載の多相超電導ケーブルの相分岐構造。
【請求項３】
　前記連結部材は、金属板に超電導線材を縦添えして構成され、
　前記超電導線材は、パウダーインチューブ法により形成されたテープ線であることを特
徴とする請求項2に記載の多相超電導ケーブルの相分岐構造。
【請求項４】
　前記連結部材には、パウダーインチューブ法により形成された丸線が用いられているこ
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とを特徴とする請求項2に記載の多相超電導ケーブルの相分岐構造。
【請求項５】
　前記連結部材には、超電導相のみからなるバルク超電導体が用いられていることを特徴
とする請求項2に記載の多層超電導ケーブルの相分岐構造。
【請求項６】
　前記連結部材には、金属基板上に希土類系超電導層が成膜された超電導体が用いられて
いることを特徴とする請求項2に記載の多層超電導ケーブルの相分岐構造。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、複数のケーブルコアからなる多相超電導ケーブルをコア毎に分岐させた分岐構
造に関するものである。特に、分岐部分において、各ケーブルコアの外部に磁場が発生し
にくい多相超電導ケーブルの相分岐構造に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、Bi系高温超電導テープ線などからなる超電導導体を用いた超電導ケーブルにおいて
、複数のケーブルコアを一括にした多心一括型の多相超電導ケーブルが開発されつつある
。図5は、三心一括型の三相超電導ケーブルの断面図である。この超電導ケーブル100は、
断熱管101内に3本のケーブルコア102を撚り合わせて収納させた構成である。
【０００３】
断熱管101は、外管101aと内管101bとからなる二重管の間に断熱材(図示せず)が配置され
、かつ二重管内が真空引きされた構成である。各ケーブルコア102は、中心から順にフォ
ーマ200、超電導導体201、電気絶縁層202、シールド層203、保護層204を具えている。超
電導導体201は、フォーマ200上に超電導線材を多層に螺旋状に巻回して構成される。シー
ルド層203は、電気絶縁層202上に超電導導体201と同様の超電導線材を螺旋状に巻回して
構成される。このシールド層203には、定常時、超電導導体201に流れる電流と逆向きでほ
ぼ同じ大きさの電流が誘起される。この誘導電流により生じる磁場にて、超電導導体201
から生じる磁場を打ち消し合い、ケーブルコア102外部への漏れ磁場をほぼゼロにするこ
とができる。内管101bと各ケーブルコア102とで囲まれる空間103が通常冷媒の流路となる
。
【０００４】
上記多相超電導ケーブルは、これらケーブル同士を接続させたり、常電導ケーブルと接続
させたり、終端構造を形成するなどの場合、各相に、即ち、ケーブルコア毎に分岐させて
行う。各ケーブルコアの分岐は、極低温に維持された分岐箱内で行われ、分岐箱内におい
て各コアは、各コア間が広げられた状態で保持される。各ケーブルコア間を広げた状態に
保持する治具として、特許文献1記載のものがある。
【０００５】
一方、常電導の多相電力ケーブルも上記多相超電導ケーブルと同様に、ケーブル同士の接
続や、終端構造を形成するなどの場合、ケーブルコア毎に分岐させて行われる。各ケーブ
ルコアの分岐は、上記のような分岐箱を用いず、そのまま各コア間を広げた状態にするこ
とで行われる。この分岐部分において、通常、各相のアース電位をとるために、各ケーブ
ルコアのシールド層は接地される(例えば、非特許文献1参照)。
【０００６】
【特許文献１】
特開2003-9330号公報(特許請求の範囲参照)
【非特許文献１】
飯塚喜八郎、「新版・電力ケーブル技術ハンドブック」、株式会社電気書院、1989年3月2
5日第1版第1刷発行、645ページ
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
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従来、多相超電導ケーブルの分岐部分において、各ケーブルコアのシールド層に対する処
理方法が知られておらず、具体的な処理が要望されている。ここで、上記常電導ケーブル
と同様に、超電導ケーブルにおいても各ケーブルコアのシールド層を接地することが考え
られる。しかし、超電導ケーブルは、常電導ケーブルよりも非常に大きな電流を流すため
、常電導ケーブルのようにシールド層を接地すると、各ケーブルコアのシールド層がアー
ス(大地)を通して接続される恐れがある。そして、各ケーブルコアのシールド層がアース
を介して接続されると、各コアの外部に発生する磁場が大きくなるという問題がある。超
電導ケーブルの各ケーブルコアのシールド層をそれぞれ接地し、アースを介してシールド
層間を接続させると、シールド層の接続間抵抗が大きいことから、シールド層に流れる電
流の大きさが超電導導体に流れる電流よりも小さくなる。このため、各ケーブルコアのシ
ールド層は、各コアの超電導導体から発生する磁場を打ち消す程度の磁場を形成できず、
各コアの外部に大きな磁場が発生する恐れがある。
【０００８】
そこで、本発明の主目的は、各ケーブルコアの外部に磁場が発生しにくい多相超電導ケー
ブルの相分岐構造を提供することにある。
【０００９】
また、本発明の別の目的は、短絡事故などの事故が発生した際、超電導導体に流れる短絡
電流によりシールド層に誘起される電流を抑制することができる多相超電導ケーブルの相
分岐構造を提供することにある。
【００１０】
【課題を解決するための手段】
本発明は、超電導材料を用いたシールド接続部にて各ケーブルコアのシールド層を接続し
、シールド層間をより低抵抗で接続させることで上記の目的を達成する。
【００１１】
即ち、本発明多相超電導ケーブルの相分岐構造は、超電導導体の外周にシールド層を有す
る複数のケーブルコアと、前記複数のケーブルコアが集合された集合部から各ケーブルコ
ア間を広げた状態で各コアを収納する分岐箱と、分岐箱内の各ケーブルコアのシールド層
同士を接続するシールド接続部とを具え、このシールド接続部に超電導材料を用いること
を特徴とする。
【００１２】
多相超電導ケーブルにおいて、アースを介して各ケーブルコアのシールド層を接続すると
、シールド層の接続間抵抗が大きいため、各コアのシールド層は、各コアの超電導導体か
ら生じる磁場を相殺するような磁場を発生しにくい。そこで、本発明は、接続間抵抗が大
きくなる接地により各ケーブルコアのシールド層を接続するのではなく、接続間抵抗が小
さい導電性材料、特に超電導材料を用いてシールド層を接続することを規定する。
【００１３】
上記構成により、本発明は、超電導ケーブルに電流を流した際、シールド層の接続間抵抗
を小さくして、各ケーブルコアのシールド層に流れる電流を超電導導体に流れる電流とほ
ぼ同等にすることができる。従って、本発明は、各ケーブルコアの超電導導体から発生す
る磁場を各コアのシールド層に発生する磁場にてほぼ打ち消すことができるため、各コア
の外部に生じる漏洩磁場をより低減する、或いは無くすことが可能である。また、本発明
では、特に、シールド接続部に超電導材料を用いることで、シールド層の接続間抵抗が小
さいことから、同接続部における通電による発熱量も小さいため、冷凍機の負担の増加を
軽減することも可能である。以下、本発明をより詳しく説明する。
【００１４】
本発明では、超電導導体の外周にシールド層を有するケーブルコアを複数具える多相超電
導ケーブルを対象とする。例えば、3本のケーブルコアを撚り合わせて断熱管に収納され
た三心一括型の三相超電導ケーブルが挙げられる。公知の多相超電導ケーブルでもよい。
【００１５】
また、本発明では、多相超電導ケーブルをケーブルコア毎に分岐させたコアを収納するた
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めに分岐箱を用いる。即ち、分岐箱内には、多相超電導ケーブルを構成する複数のケーブ
ルコアが集合された集合部から各コア間を広げた状態のコアが収納される。また、この分
岐箱には、これらケーブルコアを超電導状態に維持するべく冷却するための液体窒素など
の冷媒が満たされる。従って、分岐箱は、断熱構造であることが望ましい。
【００１６】
分岐箱内において各ケーブルコアの保持は、保持具を用いて行うとよい。保持具は、各ケ
ーブルコアを保持可能であると共に、各コア間を広げた状態に保持できるものが挙げられ
る。特に、ケーブルコアの伸縮に伴って分岐箱内を移動可能な構成を具える保持具が好ま
しい。
【００１７】
そして、本発明では、上記分岐箱に収納される各ケーブルコアにおいて、シールド層同士
を特定の接続部、具体的には、超電導材料を用いたシールド接続部にて接続する。シール
ド接続部は、分岐箱に収納される各ケーブルコアのシールド層の長手方向に対して、少な
くとも一部のシールド層同士を接続すればよい。また、シールド接続部の形状は、各ケー
ブルコアのシールド層の周方向に対して少なくとも一部に接し、かつ各コアのシールド層
間を接続できる形状であればよい。各ケーブルコアのシールド層を複数の超電導素線にて
形成する場合、構成する全ての超電導素線と電気的に接続可能な形状であることが好まし
い。例えば、各ケーブルコアのシールド層の外周を覆う円筒状部材と、この円筒状部材同
士を連結する連結部材とを組み合わせた形状が挙げられる。本発明では、このようなシー
ルド接続部の少なくとも一部に超電導材料を用いる。例えば、上記円筒状部材は、取り付
け作業性に優れる銅やアルミニウムなどの金属にて形成し、連結部材に超電導材料を用い
てもよい。例えば、金属製の円筒状部材同士を超電導線材で連結する構成が挙げられる。
また、連結部材において、銅やアルミニウムなどの金属と超電導材料とを併用してもよい
。例えば、金属板に超電導線材を縦添えしたり、一対の金属板片間を超電導線材にて連結
するなどの構成が挙げられる。
【００１８】
上記超電導材料としては、例えば、超電導導体やシールド層に用いられるものと同様のBi
2223相などのBi系酸化物超電導体を用いた超電導テープ線や、このテープ線の製造に用い
られる丸線などの超電導線材が挙げられる。これら超電導テープ線や丸線は、例えば、パ
ウダーインチューブ法により形成したものが挙げられる。具体的には、Bi2223相などの超
電導相の原料粉末をAgなどの金属パイプに挿入した後、伸線してクラッド線材とし、この
クラッド線材を複数本束ねてAgなどの金属パイプに挿入した後、伸線して多心線材とする
。この多心線材を熱処理して目的の超電導相を得たものが丸線となる。一方、この多心線
材に圧延加工及び熱処理を施したものがテープ線となる。丸線を用いる場合、▲１▼テー
プ線と比較して製造工程が少なくて済む、▲２▼断面が円形状であるためテープ線と比較
して構造上強度が高い、▲３▼テープ線よりも取り扱い易く、取り付け作業性に優れる、
といった利点がある。
【００１９】
ここで、短絡事故などの事故が発生して超電導導体に短絡電流が流れて、シールド層にも
大電流が誘起されると、この大電流によりシールド層の温度が上昇して超電導状態を維持
できず常電導状態に移行する、いわゆるクエンチが生じる恐れがある。従って、事故時に
おいてシールド層に誘起される大電流を効果的に抑制することが望まれる。その対策とし
て、例えば、上記シールド接続部の臨界電流値をケーブルコアのシールド層の臨界電流値
よりも小さくすることが挙げられる。この構成により、短絡事故などが発生してシールド
層及びシールド接続部に大電流が誘起されると、同接続部は、シールド層よりも先に臨界
電流値を越え、その後、大きな抵抗を発生することで、シールド層に誘起される電流を抑
制することができる。即ち、シールド接続部をシールド層よりも先にクエンチさせること
で、事故時に誘起される電流によってシールド層に与えられる損傷を小さく、或いは皆無
にすることができる。また、シールド接続部が事故時の大電流により損傷したとしても、
損傷個所を容易に特定することができるだけでなく、同接続部のみ交換すればよく、事故
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処理を容易に行うことができる。
【００２０】
シールド接続部の臨界電流値をシールド層の臨界電流値よりも小さくする、即ち、事故時
において同接続部をより高抵抗にするためには、同接続部に用いる超電導材料を工夫する
ことが挙げられる。例えば、上記パウダーインチューブ法により形成する超電導材料を用
いる場合、超電導線材の使用本数を少なくすることが挙げられる。また、多心線材のクラ
ッド線の本数がシールド層に用いる超電導線材よりも少なくした超電導線材を用いること
が挙げられる。その他、例えば、上記パウダーインチューブ法により形成した超電導材料
以外の超電導材料、具体的には上記のようなAgなどの金属マトリクスを具えず超電導相の
みからなる超電導体、いわゆるバルク超電導体が挙げられる。具体的な超電導相としては
、上記Bi系酸化物超電導相や、組成式Re-Ba-Cu-O(Re：Y、Sm、Nd、Prなどのランタン系元
素を表す)などの希土類酸化物超電導相が挙げられる。希土類酸化物超電導相の具体的な
組成としては、YBa2Cu3Ox、Y2BaCuOx、NdBa2Cu3Ox、Nd4Ba2Cu2Ox、SmBa2Cu3Ox、Sm2BaCuO
x、PrBa2Cu3Ox、Pr2BaCuOx、HoBa2Cu3Oxなどが挙げられる。このようなバルク超電導体は
、Agなどの金属を介在せず、酸化物相のみからなるため、事故時において大抵抗になり易
い。これらバルク超電導体は、適当な形状、例えば、棒状体や板状体などに形成すると利
用し易い。
【００２１】
その他、事故時において高抵抗となる超電導材料として、金属基板上に上記Re系超電導層
を成膜した超電導体が挙げられる。金属基板には、高融点であるNi合金などから形成され
るものが挙げられる。Re系超電導層の成膜は、公知のCVD法やPVD法を利用するとよい。金
属基板とRe系超電導層間にイットリア安定化ジルコニア(YSZ)などの中間層を形成しても
よい。この超電導体も、金属基板を適当な形状、例えば、テープ状に形成とすると利用し
易い。
【００２２】
シールド接続部とシールド層との接続は、接続による電気的抵抗が小さい方法が好ましく
、例えば、半田による接続などが挙げられる。なお、シールド接続部をシールド層に取り
付ける際は、各ケーブルコアが保護層を具える場合、予め接続個所の保護層を除去してお
く。
【００２３】
上記シールド接続部は、分岐箱から引き出されたケーブルコアのシールド層に取り付けて
もよいが、箱から突出された各コアには、箱内のコアと同様に超電導状態を維持するべく
、液体窒素などの冷媒が満たされる断熱管がそれぞれ配置される。従って、分岐箱から突
出された各ケーブルコアのシールド層にシールド接続部を取り付ける構成は、非常に煩雑
になるため、本発明では、分岐箱内のコアにシールド接続部を取り付ける。
【００２４】
また、上記シールド接続部は、分岐箱内に配置される各ケーブルコアの任意の位置に取り
付けてもよいが、分岐端側に取り付ける場合、各コア間がより広げられてコア間の距離が
大きいため、同接続部の取り付け作業性がよく好ましい。一方、集合部側に取り付ける場
合、各ケーブルコア間がほとんど広げられていないので距離が小さいため、シールド接続
部を小さくできる。加えて、シールド接続部が分岐端側にないことで、分岐箱の分岐端側
をより小さくすることができる。即ち、分岐箱をより小さくすることができる。
【００２５】
本発明分岐構造は、ケーブルコア(超電導ケーブル)の一端だけでなく両端に形成すること
が好ましい。本発明分岐構造を超電導ケーブルの両端に具える場合、ケーブルの両端に分
岐箱を具え、各分岐箱内に収納されるコアのシールド層同士がシールド接続部にて接続さ
れた状態にある。このとき、超電導ケーブルの一端のシールド接続部から他端のシールド
接続部間にある各ケーブルコアのシールド層には、定常時、それぞれの超電導導体に流れ
る電流とほぼ同等の大きさでかつ逆向きの電流が誘起されるため、コア外部への漏れ磁場
を打ち消すことができる。このような超電導導体に流れる電流とほぼ同等の大きさで逆向
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きの電流の大部分は、シールド接続部よりも集合端側のシールド層に流れるため、シール
ド接続部から分岐端間にあるシールド層には、超電導導体に流れる電流よりも小さい電流
しか流れない。従って、分岐箱から突出させた各ケーブルコアの外周に配置させる上記断
熱管を電気的に低抵抗の材料で形成すると、シールド接続部から分岐端側のケーブルコア
の外周に生じる漏洩磁場により渦電流損失が生じる恐れがある。そこで、渦電流による損
失を低減或いは皆無にするべく、上記断熱管として、高抵抗材料又は絶縁材料で形成され
たものを用いることが好ましい。高抵抗材料としては、常温から77K程度の低温における
比抵抗ρが10-5Ω・cm以上のものが好ましい。例えば、ステンレス(比抵抗ρ：4×10-5～
8×10-5Ωcm)が挙げられる。絶縁材料としては、FRP(繊維強化プラスチック)などが挙げ
られる。
【００２６】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態を説明する。
(実施例1)
図1は、本発明多相超電導ケーブルの相分岐構造において、分岐端側にシールド接続部を
具える例の概略構成図である。本例及び後述する実施例2では、図1及び図4に示すように3
本のケーブルコア102を具える三相超電導ケーブル100の相分岐構造を例にして説明する。
【００２７】
本発明相分岐構造は、超電導導体の外周にシールド層を有する3本のケーブルコア102と、
3本のコア102が集合された集合部から各コア102間を広げた状態で各コア102を収納する分
岐箱1と、分岐箱1内の各コア102のシールド層を接続するシールド接続部2とを具える。
【００２８】
本例で用いた三相超電導ケーブル100は、図5に示すものと同様の構成のものである。即ち
、中心から順にフォーマ200、超電導導体201、電気絶縁層202、シールド層203、保護層20
4を具えるケーブルコア102を3本撚り合わせて断熱管101内に収納された構成のものである
。フォーマ200は、絶縁被覆された銅線を複数本撚り合わせたものを用いた。超電導導体2
01、シールド層203は、それぞれフォーマ200の外周、電気絶縁層202の外周にBi2223系超
電導テープ線(Ag-Mnシース線)を多層に螺旋状に巻回して構成した。電気絶縁層202は、超
電導導体201の外周に半合成絶縁紙(住友電気工業株式会社製PPLP：登録商標)を巻回して
構成した。保護層204は、シールド層203の外周にクラフト紙を巻回して構成した。断熱管
101は、SUSコルゲート管を用い、外管101aと内管101b間に断熱材を多層に配置して真空引
きした真空多層断熱構造とした。また、断熱管101の外周には、ポリ塩化ビニルからなる
防食層104を設けた。
【００２９】
上記三相超電導ケーブル100の撚り合わされた各コア102は、それぞれ別個に取り扱い易く
するべく、集合されていたケーブル100の各コア102間の間隔を広げられ分岐される。分岐
箱1は、これら3本のケーブルコア102間の間隔が徐々に広げられた状態のコア102を収納す
る。従って、分岐箱1の一面側(図1では右面側)には、超電導ケーブル100が挿入され、こ
の面と対向する他面側(同左面側)からは、分岐させた各コア102がそれぞれ突出される。
また、分岐箱1内には、液体窒素などの冷媒が満たされ、収納されたケーブルコア102を冷
却する。そのため、分岐箱1は、断熱層1aを具える断熱構造とした。また、本例において
分岐箱1は、円筒状とした。
【００３０】
分岐箱1内に収納されるケーブルコア102は、箱1の一面側(超電導ケーブル100の集合部側)
から箱1の他面側(コア102の分岐端側)に向かって、各コア102間の間隔が徐々に広げられ
、一定の間隔が保持されている。本例においてケーブルコア102の保持は、集合部側を保
持する第一保持具10と、中間部を保持する第二保持具11と、第一保持具10と第二保持具11
間のコア102を保持する中間保持具12とで行う。
【００３１】
第一保持具10は、中心に環状部を具え、この環状部の外周に三つの中間保持具12が固定さ
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れる。この第一保持具10は、3本のケーブルコア102で囲まれる空間のほぼ中心部に環状部
の中心が位置するようにコア102間に配置し、各中間保持具12にそれぞれコア102を配置す
ることで、コア102間の間隔を広げた状態に保持する。
【００３２】
第二保持具11の基本的構成は、第一保持具10とほぼ同様の構成であり、環状部の径を第一
保持具10よりも大きくしたものである。本例では、ケーブルコア102の伸縮に伴って分岐
箱1内を移動できるように、箱1の内周面にほぼ点接触するような摺動部11aを具える。こ
の摺動部11aは、環状部の外周で中間保持具12を固定していない個所に取り付けている。
【００３３】
中間保持具12は、半円弧状の部材、いわゆる樋状の部材を組み合わせて円筒状とする構成
である。本例では、一対の樋状の部材によりケーブルコア102の外周を覆い、この樋状の
部材の外周をバンド(図示せず)などの締付具によりコア102の外周に固定し、コア102を保
持する。また、中間保持具12内のケーブルコア102が冷媒と接触し易いように、保持具12
に適宜貫通孔を設けてもよい。
【００３４】
そして、本発明の特徴とするところは、各ケーブルコア102のシールド層同士をシールド
接続部2にて接続する構成にある。即ち、本発明において各ケーブルコア102のシールド層
は、シールド接続部2を介して閉ループを形成する。本例では、上記第二保持具11よりも
分岐端側に位置するケーブルコア102のシールド層同士をシールド接続部2にて接続した。
図2(A)は、図1のB-B断面図、(B)は、図1に示す領域C内のケーブルコア部分の断面図であ
る。本例においてシールド接続部2は、図2に示すように各ケーブルコア102のシールド層2
03の外周をそれぞれ覆う円筒状部材2aと、円筒状部材2a同士を連結する連結部材2bとを具
える。
【００３５】
円筒状部材2aは、各ケーブルコア102のシールド層203の外周に取り付け易いように、コア
102の外形に適合した一対の半円弧状部材から構成され、これら半円弧状部材を組み合わ
せることでシールド層203の外周を覆う。より具体的には、図2(B)に示すようにケーブル
コア102の保護層204の一部を除去してシールド層203を露出させ、露出させたシールド層2
03上に一対の半円弧状部材を配置してコア102を覆う。本例において円筒状部材2aは、銅
にて形成した。本例において半円弧状部材同士の接合は、半田にて行ったが、ボルトなど
の結合部材を用いて行ってもよい。また、各円筒状部材2aと各ケーブルコア102のシール
ド層203の接合は、半田にて行い、シールド層203を構成する複数の超電導テープ線に円筒
状部材2aを接触させた。
【００３６】
連結部材2bは、円筒状部材2a同士を接続すると共に、ケーブルコア102間に配置されるも
のであり、上記円筒状部材2aと同様に銅にて形成した。本例では、3組の連結部材2bを用
い、各連結部材2bの両端に円筒状部材2aを接合し、図2(A)に示すように円筒状部材2aを頂
点とする三角形状にシールド接続部2を形成した(Δ結線型)。本例において連結部材2bと
円筒状部材2aの接合は、半田にて行ったが、ボルトなどの結合部材を用いて行ってもよい
。また、図2(C)に示すように、円筒状部材2aを頂点とする三角形の中心に中心部材2cを配
置し、この中心部材2cと各円筒状部材2a間を連結するように連結部材2bを接合してシール
ド接続部2を形成してもよい(Y結線型)。
【００３７】
上記連結部材のより詳細な構成を説明する。図3は、シールド接続部において連結部材部
分を拡大して示す概略図であり、(A)は、銅板に超電導線材を縦添えした連結部材の例、(
B)は、一対の銅板片間を超電導線材にて連結させた連結部材の例である。図3(A)に示す例
では、銅板20に超電導線21を縦添えして半田により接合した板状の連結部材である。本例
では、超電導線21として、パウダーインチューブ法により形成したものを用いた。具体的
には、Bi2223相からなる原料粉末をAgパイプに挿入した後、伸線してクラッド線材とし、
このクラッド線材を複数本束ねてAgパイプに挿入した後、伸線して多心線材とし、この多
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心線材に圧延加工及び熱処理を施して得られたテープ線を用いた。
【００３８】
図3(B)に示す例では、一対の銅板片22に超電導線23を並列に配置し、超電導線23の両端を
それぞれ銅板片22に半田にて接合した連結部材である。本例では、超電導線23として、上
記と同様にパウダーインチューブ法により形成した多心線材に熱処理を施して得られた丸
線を用いた。本例に示す連結部材2bの中間部は、超電導線23のみで構成される。従って、
上記図3(A)に示す例と比較して、シールド接続部2の接続間抵抗をより小さくすることが
できる。また、丸線を用いたことで、連結部材2bの中間部が超電導線23のみであっても機
械的強度に優れる。なお、丸線の代わりに上記と同様のテープ線を用いてもよい。このと
き、より強度を高めるために、テープ線を複数枚積層して半田付けしたものを用いてもよ
い。
【００３９】
また、本例では、図1に示すように分岐箱1から引き出された各ケーブルコア102の外周に
は、それぞれ絶縁材料であるFRPからなる断熱管3を配置しており、管3内には、箱1内と同
様に冷媒が満たされる。従って、分岐箱1から突出した各ケーブルコア102も超電導状態を
維持することができる。また、断熱管3の材料として、絶縁性のFRPを用いたことで、シー
ルド接続部2から端末部4までのケーブルコア102の外周に漏洩磁場が発生しても、渦電流
が生じにくい、或いは全く生じない。従って、渦電流による損失を低減することができる
。なお、各ケーブルコア102の分岐端には、他のケーブルコアや接続機器などと接続可能
な端末部4をそれぞれ設けている。これは、後述する実施例2についても同様である。
【００４０】
上記構成を具える超電導ケーブルの相分岐構造は、超電導材料を用いたシールド接続部に
て各ケーブルコアのシールド層同士を接続することで、ケーブルに電流を流すと、シール
ド層間は短絡された状態となる。即ち、シールド層間は、接続間抵抗が小さい状態で接続
されるため、各シールド層に流れる電流の大きさを各超電導導体に流れる電流とそれぞれ
ほぼ同等とすることができる。従って、各シールド層には、各超電導導体から発生する磁
場を打ち消す程度の磁場を形成することができるため、ケーブルコアの外部に大きな磁場
が発生することを効果的に抑制することができる。また、シールド接続部に超電導材料を
用いることで、シールド層の接続間抵抗を非常に小さくすることができるため、同接続部
に通電されることで生じる発熱量は小さく、冷凍機の負荷を過度に大きくすることがない
。
【００４１】
更に、本例では、分岐端側にシールド接続部を取り付けているため、各ケーブルコア間が
十分に広げられた状態の個所に取り付け作業を行うことができ、同接続部の取り付け作業
性に優れる。
【００４２】
(実施例2)
図4(A)は、本発明多相超電導ケーブルの相分岐構造において、集合部側にシールド接続部
を具える例を示す概略構成図であり、(B)は、(A)のB-B断面図である。図4(A)において端
末部は、省略している。この本発明相分岐構造は、基本的構成は図1に示す実施例1と同様
であり、シールド接続部2'を第二保持具11よりも集合部側に取り付けた点が異なる。以下
、この点を中心に説明する。
【００４３】
本例に示すシールド接続部2'は、図4(B)に示すように、各ケーブルコア102のシールド層
の外周をそれぞれ覆う円筒状部材2a'と、円筒状部材2a'同士を連結する連結部材2b'とを
具える。本例において円筒状部材2a'は、実施例1と同様に一対の半円弧状部材からなる銅
製のものを用い、ケーブルコア102の保護層204の一部を除去して露出させたシールド層の
外周に配置し、ボルトにより接合することでコア102を覆った。また、各円筒状部材2a'と
各ケーブルコア102のシールド層203の接合は、半田にて行った。
【００４４】
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本例において連結部材2b'は、円筒状部材2a同士を接続すると共に、ケーブルコア102間に
配置されるものであり、三角形状の板材の頂点部分を円弧状に切り欠いた形状で、円筒状
部材2a'と同様の銅にて形成した。そして、本例では、連結部材2b'の各切り欠き部分に円
筒状部材2a'を配置して接合し、図4(B)に示すように円筒状部材2a'を頂点とする三角形状
にシールド接続部2'を形成する(Δ結線型)。本例において連結部材2b'と円筒状部材2a'の
接合は、半田にて行ったが、ボルトなどの結合部材を用いて行ってもよい。
【００４５】
上記連結部材のより詳細な構成を説明する。図4(B)に示すように、本例では、銅板24に超
電導線25を配置して、半田により接合している。超電導線25は、円筒状部材2a'を連結す
るように、即ち、図4(B)に示すように三角形状となるように配置している。本例において
超電導線25は、上記実施例1と同様にパウダーインチューブ法により形成したテープ線を
用いた。
【００４６】
上記構成を具える超電導ケーブルの相分岐構造は、超電導材料を用いたシールド接続部に
て各ケーブルコアのシールド層を接続することで、ケーブルに電流を流した際、上記実施
例1と同様にシールド層の接続間抵抗を小さくすることができる。従って、各シールド層
に流れる電流の大きさを超電導導体に流れる電流とほぼ同等にして、各導体から発生する
磁場を各シールド層から発生する磁場にて打ち消すことができる。そのため、本発明相分
岐構造は、ケーブルコアの外部に大きな磁場が発生することを効果的に抑制することがで
きる。また、シールド接続部に超電導材料を利用することによりシールド層の接続間抵抗
が極めて小さいことで、同接続部の通電により発生する熱が少なく、冷凍機の負荷を過度
に大きくすることがない。
【００４７】
更に、本例では、集合部側にシールド接続部を配置しているため、各ケーブルコア間の距
離が小さいため、シールド接続部を小さくすることができ、分岐箱において第二保持具よ
りも分岐端側の空間を小さくすることができる。従って、分岐箱をよりコンパクトにする
ことができる。
【００４８】
(実施例3)
上記実施例1及び2では、パウダーインチューブ法により形成される超電導線、即ち、超電
導相と金属とからなる超電導体を用いたシールド接続部を説明した。この例では、基本的
構成を上記実施例1と同様とし、超電導相のみからなる超電導体を用いたシールド接続部
を用いる例を説明する。具体的には、図1に示す例において、超電導線23(図3(B)参照)と
してBi2223の酸化物超電導相からなるバルク超電導体を用いる。本例では、棒状に形成し
たバルク超電導体を用いた。
【００４９】
本例に示すシールド接続部は、連結部材に銀などの金属を介在させていないバルク超電導
体を用いる。そして、このバルク超電導体は、銅板などに縦添えせずに用いる。この構成
により、Bi2223系超電導テープ線(Ag-Mnシース線)から形成されるシールド層よりも臨界
電流値を小さくし、かつ常電導抵抗を大きくすることができる。従って、短絡事故などの
事故が発生して超電導導体に短絡電流が流れた際、シールド接続部が導体よりも先に臨界
電流値を超えて大抵抗となることで、導体からシールド層に誘起される電流を小さくする
ことができる。従って、事故時の電流によるシールド層の損傷を低減、或いは抑制するこ
とができる。また、上記事故時、シールド接続部が短絡電流により損傷することがあって
も、損傷部分を確認し易く、損傷部分の交換が同接続部のみで済むため、事故処理を容易
に行うことができる。
【００５０】
(実施例4)
次に、基本的構成を上記実施例2と同様とし、Re系酸化物超電導体を用いたシールド接続
部を用いる例を説明する。具体的には、図4に示す例において、銅板24の代わりに基板と
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してNi合金板、具体的にはハステロイ(ヘインズ社登録商標)を用い、この合金板の上に公
知のPVDによりYBa2Cu3Ox膜を成膜した超電導体を用いる。
【００５１】
本例に示すシールド接続部は、希土類超電導体を用いることから、短絡事故などの事故が
発生して超電導導体に短絡電流が流れても、上記実施例3と同様に同接続部の抵抗を大き
くすることができるため、シールド層に誘起される電流を小さくすることができる。従っ
て、事故時の電流によるシールド層の損傷を低減、或いは抑制することができる。また、
上記事故時、シールド接続部が短絡電流により損傷することがあっても、損傷部分を確認
し易く、損傷部分の交換が同接続部のみで済むため、事故処理を容易に行うことができる
。更に、超電導層を成膜により形成するため、基板の形状を任意に変更することができ、
任意の形状の連結部材を形成することができる。
【００５２】
【発明の効果】
以上、説明したように本発明超電導ケーブルの相分岐構造によれば、各ケーブルコアのシ
ールド層同士の接続に導電性材料を用いるため、シールド層の接続間抵抗を非常に小さく
することができ、超電導導体に電流を流すと、各コアのシールド層には、導体に流れる電
流と大きさがほぼ同じで反対方向の電流が流れて、導体に流れる電流により発生する磁場
を効果的に相殺することができる。従って、本発明は、ケーブルコアの外部に大きな磁場
が発生することを効果的に抑制することができる。
【００５３】
また、シールド接続部の臨界電流値をケーブルコアのシールド層の臨界電流値よりも小さ
くすることで、短絡事故などの事故の際、同接続部は、臨界電流値を越えた後、大きな抵
抗を生じることで、シールド層に誘起される電流を抑制することができる。従って、本発
明は、事故時に誘起される大電流によるシールド層の損傷を小さく、或いは皆無にするこ
とが可能である。また、シールド接続部が事故時の大電流により損傷することがあっても
、損傷個所の特定が容易であり、接続部の交換も容易に行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明多相超電導ケーブルの相分岐構造において、分岐端側にシールド接続部を
具える例を示す概略構成図である。
【図２】　(A)は、図1のB-B断面図、(B)は、図1に示す領域C内のケーブルコア部分の断面
図、(C)は、導電性接続部の別の形態を示す断面図である。
【図３】本発明多相超電導ケーブルの相分岐構造のシールド接続部において連結部材部分
を拡大して示す概略図であり、(A)は、銅板に超電導線を縦添えした連結部材の例、(B)は
、一対の銅板片間を超電導線材にて接続させた連結部材の例である。
【図４】　(A)は、本発明多相超電導ケーブルの相分岐構造において、集合部側にシール
ド接続部を具える例を示す概略構成図であり、(B)は、(A)のB-B断面図である。
【図５】三心一括型の三相超電導ケーブルの断面図である。
【符号の説明】
1　分岐箱　1a　断熱層　2　シールド接続部　2a、2a'　円筒状部材
2b　連結部材　2b'　連結部材　3　断熱管　4　端末部
10　第一保持具　11　第二保持具　11a　摺動部　12　中間保持具
20、24　銅板　21、23、25　超電導線　22　銅板片
100　三相超電導ケーブル　101　断熱管　101a　外管　101b　内管
102　ケーブルコア　103　空間　104　防食層
200　フォーマ　201　超電導導体　202　電気絶縁層　203　シールド層
204　保護層
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